
  昭和の時代　：　自治体が中心となって施設整備 平成の時代　：　主たる福祉の担い手＝社会福祉法人等の民間事業者
  

  公共サービスの担い手

社会福祉施設のあり方検討懇話会 　　社会福祉施設のあり方：提言のイメージ　　(佐久モデル)

H22.3.27

                            自治体→厳しい財政(事業の見直し)

                            役割の変化（環境の整備、条件づくり、制度整備等)

自治

A社福

行政：措置制度
　均一的な施設福祉

施策：施設福祉中心に展開

地域との連携

日常生活圏域

佐久地域：福祉圏域
社会福祉法人が整備

介
護
保
険

契約制度
　多様化するサービス

自治

社福

　　　自治体　→　社会福祉法人　（環境整備）
　　　　　施設サービス→地域単位に施設機能見直し
　　　　　　例：在宅サービス《複合》、医療的ニーズ《高次》
　　　　　ユニット、多床室型の適正な整備

各施設のおかれている地域課題

施設福祉→在宅福祉→地域福祉
社会福祉基礎構造改革
介護保険制度の導入、住民意識の変化
少子高齢社会の到来 2015年 ⇒ 2025年

施策：在宅(地域)福祉中心に展開

日常生活圏域

日常生活圏域

日常生活圏域

医療機関

A´
　複合型
　中核的

連携

　2025年高齢化進展
　　第5期介護保険事業計画

佐久地域：福祉圏域
自治体が中心に施設整備

自治
移管・整備

地域福祉サービス拠点へ
行政によるサービス民間によるサービス

活動領域に広がり

住民・民間事業者と
行政の協働による推進

高齢化⇒介護ニーズ増加

新たな広域連合の役割

健康長寿の地域づくり
保健・医療・福祉包括的地域ケア　⇒　発 展

資　料

日常生活圏域
 中学校区想定
　概ね30分以内に駆け
　つけられる圏域

　　地域ニーズ
　　　在宅支援機能
　　　複合型、中核的
　　　適正規模　　等

医療機関

公共サービスの事業の見直し
・介護保険：地域の実情に合う効率的運営の研究
・最適なケアシステム構築の検討　　等

社福


